
資料６－２

個人情報保護条例（平成８年宮城県条例第２７号）抜粋

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）をいう。

(2) 実施機関 知事，公営企業管理者，教育委員会，選挙管理委員会，人事委員会，

監査委員，公安委員会，警察本部長，労働委員会，収用委員会，海区漁業調整委

員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体（国，独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第2条第1項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ。），地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。

(4) 行政文書 実施機関の職員（県が設立した地方独立行政法人にあっては，役員

を含む。以下同じ。）が職務上作成し，又は取得した文書，図画，写真及びスラ

イドフィルム（これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。）並びに

電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって，当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有しているものをいう。

(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

（利用目的の特定）

第６条の２ 実施機関は，個人情報を収集するときは，その利用の目的をできる限り

特定しなければならない。

２ 実施機関は，前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）

を変更する場合には，変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認めら

れる範囲を超えて行ってはならない。

（収集の制限）

第７条 実施機関は，個人情報を収集するときは，利用目的を達成するために必要な

範囲内で収集しなければならない。

２ 実施機関は，個人情報を収集するときは，適法かつ公正な手段により収集しなけ



ればならない。

３ 実施機関は，個人情報を収集するときは，本人から直接収集しなければならない。

ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令（条例を含む。以下同じ。）に定めのあるとき。

(3) 人の生命，身体又は財産の安全を確保するため，緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。

(4) 犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序

の維持を目的として収集するとき。

(5) 出版，報道等により公にされたものから収集するとき。

(6) 国，独立行政法人等，他の地方公共団体，地方独立行政法人（県が設立したも

のを除く。）又は実施機関以外の県の機関から収集する場合で，事務の執行上や

むを得ないと認められるとき。

(7) 他の実施機関から第8条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(8) 事業を営む個人の当該事業に関する情報又は法人等に関する情報に含まれる当

該法人等の役員に関する情報を収集するとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか，審査会の意見を聴いた上で，個人情報を取り扱う

事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。

４ 実施機関は，思想，信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となる

おそれのある個人情報を収集してはならない。ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，この限りでない。

(1) 法令に定めのあるとき。

(2) 犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序

の維持を目的として収集するとき。

(3) 審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達

成するために必要と認めるとき。

（利用目的の明示）

第７条の２ 実施機関は，本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当

該本人の個人情報を収集するときは，次に掲げる場合を除き，あらかじめ，本人に

対し，その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命，身体又は財産の安全を確保するために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより，本人又は第三者の生命，身体，財産そ

の他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより，県，国，独立行政法人等，他の地方公

共団体又は地方独立行政法人が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

（利用及び提供の制限）



第８条 実施機関は，利用目的以外の目的で個人情報を利用し，又は提供してはなら

ない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき，又は本人に提供するとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 人の生命，身体又は財産の安全を確保するため，緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。

(4) 出版，報道等により公にされているとき。

(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し，又は提供する場合で，本人の権利利益

を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関，実施機関以外の県の機関，

国，独立行政法人等，他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（県が設立し

たものを除く。）に提供する場合であって，事務に必要な限度で使用し，かつ，

使用することに相当な理由があると認められるとき。

(7) 犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その他の公共の安全と秩序

の維持を目的として前号に規定する者以外のものに提供する場合であって，当該

目的の達成に必要な限度で提供し，かつ，提供することに特別の理由があると認

められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか，審査会の意見を聴いた上で，個人情報を使用する

ことに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

（適正管理）

第１１条 実施機関は，個人情報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２ 実施機関は，個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で，

個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。

（個人情報の消去）

第１２条 実施機関は，個人情報を取り扱う事務の目的に照らし，保有の必要がない

又は保有の必要がなくなった個人情報については，速やかに，かつ，確実に消去の

措置を講じなければならない。ただし，歴史的又は文化的資料として保存される行

政文書に記録されている個人情報については，この限りでない。

（職員等の義務）

第１３条 実施機関の職員又は職員であった者は，職務上知り得た個人情報をみだり

に他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならない。

（委託等に伴う措置）

第１４条 実施機関は，個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託すると

き，又は公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第1項に規定する公



の施設をいう。以下同じ。）の管理を指定管理者（同法第244条の2第3項に規定す

る指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるときは，個人情報の保護に関し必要

な措置を講じなければならない。

（委託を受けたもの等の義務）

第１５条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの又は公の施設の

管理を行う指定管理者は，当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人

情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

２ 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は，当該事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはな

らない。

（開示請求権）

第１６条 何人も，実施機関に対し，行政文書に記録されている自己を本人とする個

人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（次条第2項において単に「法定代理人」

という。）は，当該未成年者又は成年被後見人に代わって開示請求をすることがで

きる。

３ 死者の個人情報については，次に掲げる者（以下「遺族」という。）に限り，開

示請求をすることができる。

(1) 当該個人情報の本人の配偶者（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては，当該個人情報の本人の血族である父母

(3) 前２号に掲げる者がない場合にあっては，当該個人情報の本人の血族である祖

父母，孫又は兄弟姉妹

（個人情報の開示義務）

第１８条 実施機関は，開示請求があったときは，開示請求に係る個人情報に次に掲

げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き，

開示請求者に対し，当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令の規定により開示することができないとされている情報

(2) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日そ

の他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより，当該本人以外の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできない

が，開示することにより，なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれのあ

るもの。ただし，次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ，又は知ること

が予定されている情報

ロ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要である



と認められる情報

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第2条第1項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第

4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。），独立行政法人等の役員

及び職員，地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務員

並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において，当該

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員

等の職，氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は開示請求に係る個人情報の本人以外の事業を営む個人

の当該事業に関する情報が含まれている場合であって，開示することにより，当

該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるも

の。ただし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必

要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，公訴の維持，刑の執行その

他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めるこ

とにつき相当の理由がある情報

(5) 県，県が設立した地方独立行政法人又は国等（国，独立行政法人等，他の地方

公共団体，地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）その他の公共団体を

いう。以下この項において同じ。）の事務事業に係る意思形成過程において行わ

れる県の機関内部若しくは機関相互の間若しくは県が設立した地方独立行政法人

の内部又は県の機関，県が設立した地方独立行政法人，国等の機関の相互の間に

おける審議，検討，協議等に関する情報であって，開示することにより，当該事

務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるも

の

(6) 県の機関，県が設立した地方独立行政法人又は国等の機関が行う事務事業に関

する情報であって，開示することにより，次に掲げるおそれその他当該事務事業

の性質上，当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくな

り，又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあ

るもの

イ 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し，

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，県，県が設立した地方独立行政法人

又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 指導，評価，選考，判定，診断等に係る事務に関し，当該事務若しくは将来

の同種の事務の目的が達成できなくなり，又はこれらの事務の公正若しくは円

滑な執行に支障が生ずるおそれ

ニ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお

それ

ホ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそ



れ

ヘ 県若しくは他の地方公共団体が経営する企業，独立行政法人等又は地方独立

行政法人に係る事業に関し，その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 第16条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって，開示することに

より，当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害する

おそれのあるもの

２ 実施機関は，開示請求に係る個人情報に非開示情報に該当する個人情報とそれ以

外の個人情報とがある場合において，これらの部分を容易に，かつ，開示請求の趣

旨を損なわない程度に分離できるときは，当該非開示情報に該当する個人情報に係

る部分を除いて，開示しなければならない。

（指針の作成等）

第４１条 知事は，事業者が個人情報の保護について自主的に適切な措置を講ずるこ

とができるよう，審査会の意見を聴いた上で事業者が個人情報の保護を行うための

指針を作成し，公表するものとする。

２ 実施機関（県が設立した地方独立行政法人を除く。以下この章において同じ。）

は，事業者の個人情報の保護について普及啓発に努めるとともに，必要に応じ，事

業者に対し指導及び助言を行うものとする。

（説明又は資料の提出の要求）

第４２条 実施機関は，事業者の個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認め

るときは，事実を明らかにするために必要な限度で，当該事業者に対し，説明又は

資料の提出を求めることができる。

（是正勧告）

第４３条 実施機関は，事業者の個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めると

きは，当該事業者に対し，その取扱いを是正するよう勧告することができる。

（公表）

第４４条 実施機関は，事業者が，第42条の説明若しくは資料の提出を正当な理由な

しに拒否し，又は前条の是正勧告に従わないときは，その旨を公表することができ

る。この場合において，実施機関は，あらかじめ，当該事業者に対し意見陳述の機

会を与えなければならない。

（苦情相談の処理）

第４５条 実施機関は，事業者の個人情報の取扱いについて苦情の相談があったとき

は，適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

（適用除外）

第５９条 第2章，第3章及び第7章の規定は，図書館その他の県の施設において，一



般の利用に供することを目的として収集し，保有している図書，資料，刊行物等に

記録されている個人情報については，適用しない。

２ 第3章の規定は，刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判，検察官，検察事

務官若しくは司法警察職員が行う処分，刑若しくは保護処分の執行，更生緊急保護

又は恩赦に係る個人情報（当該裁判，処分若しくは執行を受けた者，更生緊急保護

の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。）については，適用

しない。

（苦情の処理）

第６１条 実施機関は，当該実施機関の個人情報の取扱いについて苦情があったとき

は，適切かつ迅速な処理に努めるものとする。


